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市への意見・要望（令和 3 年１月分） 

（令和 3 年 1 月 1 日～３1 日受付分） 
 

受付日 件名 意見・要望の内容 市の回答・対応 担当課 

1/9 母子手帳につい

て 

平日が仕事のため、土曜日に交付していただけたら助かりますが、可能でしょう

か。 

また不可能なら今後、土曜日にも交付できるようになればいいなと思います。 

お問合せありがとうございます。 

 母子手帳発行についてですが、現在土曜日の発行は行っておりません。 

 ご家族等で、代理で母子手帳を取りにきていただくことは可能でしょうか。その

場合、ご家族に妊娠届出を記入していただき、後日市から質問者様にご連絡し、追

加で確認が必要な所を聞きとらせていただければと思います。 

 また、代理の方が来ることが難しい場合、時間帯によっては平日の１７時半以降

も対応させていただいていることもあります。 

 どちらかの方法で、届出していただくことをご検討いただけたらと思います。 

よろしくお願いいたします。 

健康課 

1/17 店へ帰ろうフォ

トコンテスト 

結果発表！の件 

 いい写真を見ました。そして行きたくなりました。しかし、店名が分からない。

店へ帰ろうなのに店名がないのはもったいないですね。やはり明記すべきではあり

ませんか？ 

市ホームページの「店へ帰ろうフォトコンテスト 結果発表！」ページにつきま

して、ご意見頂きました通り、店名および所在地も記載させていただきました。 

「店へ帰ろうフォトコンテスト 結果発表！」 

ページ URL https://www.city.fujiidera.lg.jp/topics/11848.html 

ぜひ、各店の方へも訪れていただければ幸いです。 

観光課 

1/19 (1)屋外の指定

喫煙所は、閉

鎖・廃止とし 

(2)禁煙治療費

の2/3助成を予

算化してくださ

い 

１．2020 年春、および今年 1 月からの緊急事態宣言に伴い、自主的に多くの

屋外・屋内の喫煙所が閉鎖されてきています。例えば、「大阪市：喫煙場所（6 か

所）を 1 月 14 日から当面の間、閉鎖します。」 

 https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000461775.html 

しかし新型コロナ禍を封じ込めるためには、閉鎖にとどまらず、廃止が必要です。

市でも設置している場合は、その旨の周知伝達をよろしくお願いいたします。 

・東京都稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設

置しません。」としています。同様の自治体も増えてきているようです。（立川市、

調布市など） 

http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html 

 

２．日本禁煙学会の呼びかけ 

https://notobacco.jp/pslaw/sengen_kitsuensyoheisaappeal2101.pdf  

 

３．上記に述べているように、喫煙および受動喫煙は、新型コロナの感染とその

広がり、および重症化のリスク要因のひとつです。 

厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 第 4.1 

版」のなかで、この重症化のリスク要因として、基礎疾患とともに「喫煙」が記載

されていて、「喫煙」は禁煙により即リスクをなくせるものです。 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000712473.pdf 

 

貴重なご意見をいただきありがとうございます。 

 市では「受動喫煙防止対策ガイドライン」を令和 2 年 4 月に改正し、6 月より

市役所本庁が敷地内禁煙となっております。 

 今後も引き続き受動喫煙防止等に努めてまいります。 

健康課 



2 

 

４．喫煙および受動喫煙のリスクを無くしていくことが、新型コロナ対策からし

ても極めて重要で、1 項、および禁煙勧奨と「禁煙ルール」の周知・啓発・環境づ

くりとともに、「禁煙治療費の助成の予算化」が具体的施策として優れており、費

用対効果の大きいものです。 

・子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の禁煙支援の助成を行っている自治体

もあります。  

https://notobacco.jp/pslaw/kazokukinenjosei.html 

 

５．「禁煙治療費の助成の予算化」には、遠隔禁煙診療やアプリ利用を含め、助

成率は禁煙診療を受けやすくするために２/３が良いかと思います。府とも協議連

携し、よろしくお願いします。 

1/23 法人市民税の申

告書について 

昭和の懐かしい時代のわら半紙１枚の申告書の郵送は不要とし、この申告書もダ

ウンロード出来るようにして下さい。国税局ではそうなっていて、弊社は郵送不要

と申請しています。 

経費削減、金の無駄遣い廃止策の上でしょうから、わら半紙の送付も取りやめら

れたらもっと削減出来ます。 

納税の督促や告知、指示は、メールで行えば、郵送自体も不要となり、弊社もゴ

ミの排出が削減出来ます。 

どうしてこの申告書がダウンロードの対象になっていないのか不思議です。 

法人市民税の確定申告書(第 20 号様式)と予定申告書(第 20 号の 3 様式)を藤井

寺市のウェブページからダウンロードできるようにいたしました。 

併せて、質問者様への申告書、納付書の送付を停止する処理を行いました。 

貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

税務課 

1/25 コロナ感染者に

ついて 

毎日のように感染者数は報道されていますが、昨年に感染された人たちは今どの

ように過ごされているのでしょうか？陰性になり普通の生活を送られているので

しょうか？市民が今知りたいのは感染後のことではないのでしょうか？ 

大阪府からの数字を出すだけではなく、藤井寺の感染者が元気で生活されている

とかの情報が欲しいと思います。名前、住所など詳細は不要です。コロナに感染し

た後のことが気になると思います。行政として市民に丁寧な報告は義務ではないの

でしょうか？ 

お問い合わせの件について、大阪府からの感染者情報のホームページ掲載内容

が、令和２年１１月１６日より「個票において、個々の陽性者ごとの情報を公表」

から「個票を廃止し、日々の陽性者を性別、年代別、市町村別に整理して公表」に

変更され、それまでに掲載していた、「府症例番号、年代、性別、同居家族、職業、

発症日、症状、濃厚接触者」等が公表されなくなり、本市居住の感染者の入退院の

情報について入手できないため、感染者の一覧表について掲載を中止した状況で

す。 

また、感染者数だけでなく、退院や解除などの情報も府内の合計人数については

公表されていますが、大阪府に確認しても個人情報保護の観点から個別の情報につ

いては、市に対しても提供されていないのが現状です。そのため、人数だけでも確

認していただけるように、大阪府で感染者数が公表された場合、本市の「人数と累

計」については、翌営業日の午前中にホームページに掲載することとしています。 

本市においても連日のように感染者が確認される中、感染者の状況やその後の経

過について確認されたいお気持ちは察しますが、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

危機管理室 

 


